
表 1 要介護度別「標準的介護時間」 (分) 
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

23.39 30.12 49.96 59.05 71.96 

表 2 総介護報酬を最大にする入居者構成の試算 （入居者定員 100 人の場合） 
 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総介護時間 介護報酬 平均要介護度

現行 10 15 18 28 29 5,325 85,417 3.51 
試算① 0 42 0 9 49 5,323 86,408 3.65 
試算② － － 64 36 0 5,323 84,356 3.36 
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【目的】 今後予想される入居者の重度化

に、介護職員の一層の労働強化や事業収入

の減少なしに特別養護老人ホーム（特養）

が対応できるか否か検討することを目的と

した。 
【方法】 6 カ所の特養で他記式 1 分間タ

イムスタディを実施し、介護職員の業務を

通して入居者の受けるサービス量を計測し

た。測定時間は 9:00～17:30 の 5,100 分間

とし、入浴日と非入浴日を含む最低 2 日

間実施した。計測対象である介護職員は日

勤帯のすべての介護職員とし、6 施設で合

計 93 人であった。なお 1 分間にカウント

する業務内容は 2 行為までとした。 
 施設ごとに要介護 1～5 の入居者 1 人あ

たりの介護時間を算定し、6 施設のうち最

大と最小を除いた 4 施設の平均値をもっ

て、日勤時間帯における「標準的介護時

間」とした。 
 老施協総研の調査（平成 14 年 7 月）に

おける特養の入居者構成に「標準的介護時

間」を乗じて算出した 1 施設あたりの総

介護時間を総介護時間の上限として、定員

100 人の特養において 1 日あたりの介護報

酬が最大となる入居者の構成を試算した。

試算は、入居者構成に条件を設けない試算

①と、要介護 1 および 2 の入居者がいな

いという条件を課した試算②の 2 つのケ

ースについて行った。なお、介護報酬は平

成 15 年 4 月改訂のものを用いた。 
【結果】 特養入居者の要介護度別に求め

た標準的介護時間は表 1 の通りであって、

老施協総研調査の入居者構成に基づいて算

出した 1 施設あたりの総介護時間は 5,325
分であった。 
 試算①では、要介護 5 が 49 人のときに

介護報酬が最大となり、介護報酬は現行に

比べて 991 点の増となった。ただし、そ

のときには要介護 2 が 42 人であった（表

2）。試算②で介護報酬が最大になったの

は、要介護 5 をゼロにしたときであっ

て、その場合にも介護報酬は現行より

1,061 点の減となった。 
【考察】 試算①では入居者の約半数を要

介護 5 とし、介護報酬の増加を見込めた

が、要介護 2 の者が半数近くいないと、

総介護時間の上限を超過する。そして、要

介護 1 と 2 がいない試算②では要介護 5
を受け入れられない。この試算結果は、介

護職の労働強化もしくは事業収入の低下を

もたらさずに、入居者の重度化に対応する

のが困難であることを示している。今後は

入居者の重度化に耐えうる報酬体系の確立

が望まれる。 
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目的目的

入居者の重度化に、介護職員の一層の労働強化や事業収入の入居者の重度化に、介護職員の一層の労働強化や事業収入の

減少なしに特養が対応できるか否かを検討した。減少なしに特養が対応できるか否かを検討した。

方法方法

66カ所の特養で他記式カ所の特養で他記式11分間タイムスタディを実施し、入居者分間タイムスタディを実施し、入居者

の受けるサービス量を計測した。測定時間はの受けるサービス量を計測した。測定時間は9:009:00～～17:3017:30のの

5,1005,100分とした。施設ごとに要介護分とした。施設ごとに要介護11～～55の入居者の入居者11人あたりの介人あたりの介

護時間を算定し、護時間を算定し、66施設のうち最大と最小を除いた施設のうち最大と最小を除いた44施設の平均施設の平均

値をもって、日勤時間帯における「標準的介護時間」とした。値をもって、日勤時間帯における「標準的介護時間」とした。

老施協総研の調査（平成老施協総研の調査（平成1414年年77月）における特養の入居者構月）における特養の入居者構

成に「標準的介護時間」を乗じて算出した成に「標準的介護時間」を乗じて算出した11施設あたりの総介施設あたりの総介

護時間（護時間（5,3255,325分）を総介護時間の上限として、定員分）を総介護時間の上限として、定員100100人の特人の特

養において養において11日あたりの介護報酬が最大となる入居者の構成を日あたりの介護報酬が最大となる入居者の構成を

試算した。試算した。

試算は、入居者構成に条件を設けない試算①と、要介護試算は、入居者構成に条件を設けない試算①と、要介護11おお

よびよび22の入居者がいないという条件を課した試算②のの入居者がいないという条件を課した試算②の22つのケーつのケー

スについて行った。なお、介護報酬は平成スについて行った。なお、介護報酬は平成1515年年44月改訂のもの月改訂のもの

を用いた。を用いた。

結果と考察結果と考察

試算①では、入居者の約半数を要介護試算①では、入居者の約半数を要介護55とし、介護報酬の増とし、介護報酬の増

加を見込めたが、要介護加を見込めたが、要介護22の者も半数を占めた。の者も半数を占めた。

試算②では、要介護試算②では、要介護55の受け入れは極めて困難であり、介護の受け入れは極めて困難であり、介護

報酬も現行より減少した。報酬も現行より減少した。

これらの試算結果は、介護職の労働強化もしくは事業収入のこれらの試算結果は、介護職の労働強化もしくは事業収入の

減少をもたらさずに、入居者の重度化に対応するのが困難であ減少をもたらさずに、入居者の重度化に対応するのが困難であ

ることを示している。重度化への対応には、要介護度別の介護ることを示している。重度化への対応には、要介護度別の介護

報酬の刻みを実際の介護時間の長短に合った形に改め、介護職報酬の刻みを実際の介護時間の長短に合った形に改め、介護職

員の増強によって総介護時間の増加を図ることが必要である。員の増強によって総介護時間の増加を図ることが必要である。

６施設の要介護度別介護時間と標準的介護時間 （分）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

Ａホーム 15.77 32.23 52.34 77.02 89.52

Ｂホーム 18.89 20.81 44.38 55.09 74.15

Ｃホーム 27.91 36.72 51.53 64.16 63.45

Ｄホーム 23.56 26.15 29.04 38.99 71.10

Ｅホーム 31.85 35.68 54.77 60.85 79.15

Ｆホーム 23.18 26.42 51.58 56.11 61.25

標準的介護時間 23.39 30.12 49.96 59.05 71.96

標準的介護時間の比 (0.47) (0.60) (1.00) (1.18) (1.44)

介護報酬の比 (0.83) (0.91) (1.00) (1.09) (1.17)

介護報酬を最大にする入居者構成

試算① 入居者構成に条件を設けない場合
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